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  第４回芸濃地区地域審議会会議録（要旨）             

 

開 催 日   平成２８年 ３月２５日（金曜日） 

 

開会時間   午前９時３０分 

 

閉 会 時 間   午後１２時１５分 

 

開 催 場 所   津市錫杖湖水荘 ２階 多目的ホール 

 

事   項   １ あいさつ 

        ２ 事  項 

        （１）旧明村役場庁舎について（報告） 

        （２）「（仮称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）」に対する

意見への対応について（報告） 

        （３）地域かがやきプログラム事業（実績報告等）について 

        （４）津市のこども園整備方針について（報告） 

        ３ その他 

 

出席委員    臼井 洋治   海野 啓子   岡本 陽子   落合 公広   片岡 福生 

   片岡 正春   小林 小代子  柴田 栞里   鈴木 宗男   近澤 音美 

   濱野 章    林  克昌   山田 孝浩   吉田 幸男 

欠席委員    吉井 敏子 

 

出席した職員  総合支所長 和田 忍  

地域振興課長 清水 裕順 

        市民福祉課長 谷川 和幸  

危機管理担当副参事 田中 康之 

        産業振興・環境担当副参事 佐野 雅彦 

        地域支援員 平松 卓美 

        地域振興担当主幹 木下 信人 

生涯学習課長 野田 剛史 

生涯学習課文化財担当主幹 米山 浩之 

        芸濃教育事務所長 松永 桂一 

        芸濃教育事務所調整･教育総務担当主幹 鈴木 秀昭 
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地域振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 ただいまから第４回芸濃地区地域審議会を開催させていただきます。それでは開

催にあたりまして、まず、はじめに芸濃総合支所長から、ご挨拶を申し上げます。 

 

 みなさん、おはようございます。ここへくる途中にも、ちょっと雪混じりみたいな

冷たい天候で、いろんな形で風邪とか花粉症とか体調が変わる季節でございます、そ

れと私どもでいきますと年度末という事で、ばたばたしている状況でございます。芸

濃地区の地域審議会ということで、平成１８年 1 月に１０の市町村が合併いたしま

して、その中で地域審議会というものが、いろんな形の計画にしろ進行にしろ、ご提

言、それと管理などもやっているという事で、さまざまな形で審議会の委員の皆様に

は、ご支援、ご協力をいただきましてありがとうございました。１０年ということで、

区切りということで、この審議会、基本的には、こういう形態としては無くなるとい

うことでございます。今回最後ということでございます。今回、最後ということで、

芸濃地区の錫杖湖荘で会食というようなことで設定をさせていただきまして、ここ

までご足労いただいたということでございます。この間、総合計画とか「まち・ひと・

しごと」など、さまざまな計画の中で、ご提言をいただきました。そういうふうな現

場とか、地域の声を計画の中へ、ご提言をいろいろしていただいたわけですけど、そ

の形の中で十分汲み取ったかという部分でいきますと、具体的な提言で、その部分で

さしてもらいますというのは無いかもしれないけれど、その意味合い的な部分につ

きましては十分認識して、ご理解をいただいた上で、計画を作っていただいたと思っ

ております。地域のかがやきという事の中で、従来から芸濃町の部分で続いて事業を

しておりました、代表的なＧeinoＸmas、今度４月１０日にあります龍王桜マラソン

＆ウォーキング事業も着実にさせていただきまして、マラソンにつきましては、今回

１，８００人を超える人数がご参加をいただきました。あと、地域の中での福祉とか、

様々な形の部分、安全、安心して暮らせるまちづくりの関係で、地域インフラ事業な

どの関係で、即答、即応し実現できる市役所づくりという中で、着実に進めさせてい

ただいておるわけでございます。こういう形での審議会という部分での、ご意見、ご

提言と部分には無いような形になるかも知れませんけれど、ま、それに替わるという

事ではないんですけど、基本的には市長は皆さんとの意見交換の中で、市政を進めて 

いきたいという事でございますので、地域懇談会という形で理解させていただくと。

私どもの行政につきましては、皆さんの声を常時聴くような形がございますので、大

きい課題の部分とか、小さいことがあっても、個々に行政に言っていただければ、そ

れに応えるような形は作らさせていただきますので、今後共、よろしくお願いしたい

というふうに思います。年度末で最後のという事で、ご挨拶させていただきます。今

までありがとうございました。 

 

 ありがとうございました。それでは事項書に基づきまして会議を進めさせていた

だきます。事務局からご説明させていただきます。本日の会議の出席委員は委員１５

名中１２名でございます。地域審議会の設置に関する協議第９条４項の規定にある、

委員の２分の１以上の出席を頂いておりますので本会議は成立致します。また本会

議は公開で行うものとなっており、津市地域審議会運営規則、第５条の規定により、

会議録を作成し、ホームページ上で公開されますのでご了承ください。発言者の氏名

も公表させていただきますのでご了解いただきたいと思います。次に、お手元の資料

の確認をお願いいたします。まず、事項書。それから「旧明村役場庁舎について」、
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それからＡ３のペーパーでございますが「（仮称）津市まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン・総合戦略（案）に対する意見への対応について（報告）」、それから「地域

かがやきプログラム事業（最終報告等）について」、それから「津市のこども園整備

方針について」の４点でございます。もし、お手元になければ、お申し出ください。

それでは地域審議会の設置に関する協議の第９条５項の規定により、会長が会議の

議長となると定められておりますので、鈴木会長よろしくお願いいたします。 

 

 それでは皆さんおはようございます。今日は会場が変わりまして、生涯学習課長さ

んも、遠くまでご苦労さんでございます。いよいよ今日は最後の審議会となるわけで

ございます。一番最終にお礼の言葉を述べさせていただく事になっておりますので、

その時にまたお話しさせていただきたいと思いますが、こういう会場も本当に、たま

にはいいことだと思います。私達も昔、農業委員をしておった時は、この奥のふれあ

い公園の会場、あそこをちょこちょこと利用させていただいておったことがありま

すけど、いいもんです。しかし、この会も今日で終わりですので、今後もここでして

くれとは、よう言いません。それでは、早速会議に入らせていただきたいと思います。

議事に入る前に議事録の署名者の指名を私の方からさせていただきます。本日は小

林小代子委員と柴田栞里委員さん、よろしくお願いします。会議は全文記録となりま

すので、ご発言の際には挙手をしていただき、ご発言をいただきますようお願いいた

します。それでは、事項書の２.旧明村役場庁舎について、お願いいたします。はい、

どうぞ課長。 

 

 失礼いたします。大変貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。旧明

村庁舎につきましてご報告をさせていただきます。私、教育委員会生涯学習課長の野

田でございます。今日はご説明させていただきますけど、もちろん皆様のご意見をい

ただきまして、今後に反映させていただきたいと考えて、今日は無理を言いましてこ

の場に出させていただきました。本当に感謝を申し上げます。ありがとうございま

す。それでは、資料に基づきまして、若干報告をさせていただきます。あの、座って

言わしていただいてよろしいでしょうか。資料の旧明村役場庁舎についてという事

で、これまで、今年度、２７年度まで、地域の皆さん、もちろん地元の明の皆さん、

芸濃地域をあげてですね、色々とご意見を賜ってまいりました。また、私共の方から

も、こういう事が可能だという事で、いろいろ案も示させてきていただきました。２

７年度６月に津市の方で補正予算という形ではございましたけれど、実施計画を作

ることをお認めいただきまして、今年度いっぱいかけて、この実施計画を現在も含め

まして策定をしているところでございます。実を申し上げますと、今日、新たに計画

ということで、なんらかの形でお示しできれば良かったんですけど、語句なり、計画

を含めて最後の最後まで、私どもとしましても、しっかりと詰めていきたいという事

で年度一杯までかけて、今、作成をしておるんですけど、そのほとんどの部分は、も

ちろん纏まってきておりますので、新年度になりましたら、また改めて皆さんの方に

冊子という形になろうかと思いますが、報告ができるようにしたいと思います。当

座、２７年度に色々ご意見を賜った事を踏まえて２８年度の事業を、まず、こういう

ふうに考えたという事で、ご報告をさせていただきます。２８年度につきましては、

２７年度に策定をいたします実施計画に基づきまして、今度はいよいよ、その事に基

づいての設計の方に入らせていただきたい。設計の主なポイントとしましては、こち
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らに書かせていただきました。まず、旧明村庁舎の耐震補強をまずしていくという

事、それから実際どのような今後地域の皆さんに使っていただくような部屋も含め

まして、どのような設計をしていくかという実施設計といいますが、その設計を併せ

まして地質調査、また、その事に基づきます文化財でございますので、技術を指導し

ていただく。こういった事を２８年度に実施いたします。現在、審議をしていただい

ております津市議会の方へ、そこに示してございます数字の予算を計上させていた

だいて、ご承認を今、待っているという状況でございます。それから、昨年、地元の

方にもご理解を賜りました、ガイド会の皆さんにもご協力をいただきまして、あの旧

明村役場の庁舎をですね、公開させていただきました。たくさんの方、来ていただき

まして、私たちもやりがいがあるなあという思いで、いろいろと案内をさせていただ

きました。その時に色々なご意見もいただいたんですが、平成２８年度については、

この実施設計に合わせまして、伊勢別街道の街並みを知っていただくと同時に、旧明

村役場庁舎の事を知っていただきたいという事で、来年になるかとは思っておりま

すけど、私共の方でウォーキングの計画を立てたい。これは、芸濃地域の方では計画

的に行事をされていると思いますので、そういったところと上手にコラボレーショ

ンをしながら、いうなら明村役場庁舎を知っていただく、そして、明、芸濃の良さを

知っていただく。そういった企画を私共の方も今回していきたいなあという事で考

えております。で、整備の方向性でございますが、資料の（２）になるかと思います

が、あそこの狭隘な明小学校への進入路ということになっておるわけですけど、あそ

この道路をなんとしても少し広げて、緊急自動車も含めて進入できるように、今、工

夫して新しい設計をしていきたいということ。それから併せて、地域の皆さんが使っ

ていただきやすい施設にしていきたいという事で、そういった内容となるように今、

最終的な詰めを行っております。前回の地域審議会でも、また地域の方とお話をさせ

ていただく中でも、いろいろと使い方にはご意見を賜ったことでございますが、大変

申し訳ございません。３枚目のこの図面、以前にもお配りをさせていただいたと思い

ます。いろいろとご意見をいただきまして、特にこの上側の２階の平面図で、以前の

議場をどのように使っていくかという事で、あまり子どもという事に特化したもの

はどうかというご意見をこちらの方でも賜ったと思いますし、私共としましても、も

ちろんそのことではなくて、地域の方が色々使っていただく。また、見学して頂くか

たが色々使っていただくスペースという考え方は変わっていないんですけども、大

変申し訳ございません。ここに書いてある表現として、敢えて事例として、例えば、

子どもの遊び場として入れさせていただいたんですが、その後に多目的に活用でき

るという文言で表現をさせていただいたんですが、何らかの多目的というと、今度は

別のところでは、じゃあ具体的に何なのという事もご質問をいただくという事もご

ざいますので、敢えて子どもの遊び場というのは、ここでは説明という意味で入れさ

せていただいたんですが、以前は畳敷きであったとで以前にもお持ちさせていただ

いたことも踏まえて、色々な事に使えるスペースという事で考えていくということ

で、このような表現という形でさせていただいております。１階につきましては、こ

れからまだまだ、特に明地域の皆様に、芸濃地域全体の皆様と議論できる内容に詰め

ていきたいというふうに思っております。資料の展示が出来るスペースをとるとか、

また、資料ばかりだけでなく、芸濃地域の皆さんや明地域の皆さんが作られる色々な

展示品とか、そういったものを並べる事が出来るギャラリー的なものにするとか。い

ろんな使い方ができるように、スペースとしては考えていきたいというふうに思っ
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ております。入って頂いて、この間も、公開さしていただいた時にも、来て頂いた方

に言うていただいたんですが、今では、なかなか考えられない非常に背の高いカウン

ターとか、今では見ることができない当時を偲ぶのに、入っていただいた時に大正浪

漫とかの時代が感じられるような、味わっていただけるような施設にしていきたい

というふうに思っております。２階に上がっていただいたら、今は危ないのでという

事でバルコニーは出ることは出来ませんけど、私共としましても、これを復元という

形にして、すごく背が高いわけではございませんけども、やはり２階から眺望してみ

る景色というのは、ひと味違ったものがあるかと思いますので、私自身もそれを楽し

みにしておるんですけども。そういった部分も手をかけていきたいというふうに思

っておりますので、ご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。すいません、１

枚目に戻っていただきまして、今後のスケジュールという事で、２８年度４月以降

に、先ほど申し上げました実施設計等をさせていただきました後、２９年度以降で整

備の工事をさせていただき、あくまでも私どもの希望としましては１年で工事を終

えて、３０年度中にはオープンをさせていきたいと、今、取り組んでいるところでご

ざいます。こういったスケジュール、それから、どのような内容にしていくかという

事につきましては地域の、特に地元の明地域の皆さんには、何度となく寄っていただ

いて色々ご意見を賜りました。同時に芸濃地域の皆さん、こういった地域審議会とい

う貴重な場で色々とご論議もいただきました。芸濃地域の皆様の思い入れがあって

こその計画になったという事で、担当としましては、本当に感謝申し上げたいと思い

ます。ま、そういう事をこのような場所で申し上げるのはあれかもしれませんが、市

長におきましても、また教育長におきましても、このことについてはですね、非常に

力を入れて、しっかりやっていこうということで、今、そういう姿勢で臨んでいただ

いておりまして、私たちとしましても、まさに皆様からのご要望とか、そういった津

市全体を動かしていただけたという事で、改めて感謝を申し上げたいと思いますし、

また今後共、この件につきましてご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。つ

たない報告でございますがよろしくお願いしたいと思います。あの、すいません、追

加をさせていただきます。２枚目に今後の課題についてということで、これにつきま

しては、これからきちっと詰めていくという事でございますけども、どのように管理

していくのかということについては、もっと地域の方、それから、いろいろな団体の

方と話し合いをして最終的に決めていきたいというふうに思っておりますので、こ

れにつきましても、また芸濃全体のいろんな会合の場で、出来るように準備させてい

ただきますので、よろしくお願いします。すいません、追加で申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございました。報告が終わりました。何か質問がございますか。 

もし、質問があれば挙手をお願いいたします。議長が指名した後、ご発言をお願いし

たいと思います。いかがですか。はい、岡本さん。 

 

 ただ今のご説明で、大変、立派な庁舎になるみたいな感じで、とても嬉しく思いま

す。やっぱり前の審議会の時にも話が出ましたけど、２階のところに子どもの遊び場

というのは、やはり止めていただきたいなと自分自身思います。やっぱり歴史文化遺

産を学ぶ場というものにしていきたいなと。それともうひとつ、１階がすかっと変わ

るような感じですよね。やっぱり２階の議事堂辺りが、歴史をとどめる、ひとつの一
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環かと思いますので、私はなにかひとつそういう物が残っていくような、歴史を偲ぶ

ようなものがあったほうがと思いますけど、皆さんどう思いますか。私はそういうふ

うに感じました。本当に素晴らしいものなんで、喜んでおります。 

 

 はい、吉田さん。 

 

 余分なことかもわかりませんが、旧明村はと、いうことは亀山市との連携とか、そ

ういうなんは、この案に、ある程度、ご意見を聴いたり、盛られとるという事で理解

しといてよろしいでしょうか。 

 

 はい、課長さん。 

 

 失礼いたします。あの、すいません。岡本委員から言うていただきました、子ども 

の遊び場というのは確かに、私共が様々な所で報告した事例として挙げたことなん

ですけど、今、改めてご指摘をいただきましたので、子どもから大人までの学びの場

となるようなとか、そういう表現で今後は具体的な例でという事で皆さんの方でご

了承いただければ、そういった表現に是非していきたいなあと私も改めてそのよう

に思いましたので、よろしくご理解をいただきたいというふうに思います。それか

ら、先ほどちょっと説明させていただきましたが、１階のカウンターとか階段は皆さ

んに見ていただけるような形で是非残していきたいと思いますし、また、入ってすぐ

のところが、これが、いかにも本当に戦前の役場やなぁという感じのとこが出せるよ

うな、そういった展示も是非、私どもの学芸員と相談して、しっかり展示も工夫して

いきたいと思います。ただ、一方で先ほども言うていただきましたように、１階はで

きましたら、こう何と言いますか、ガイドしていただく方のちょっとした集まりの場

とかですね、若しくは、休憩という言い方はどうか解りませんが、少し立ち寄ってい

ただけるような、そういうふうにしたいもんですから、今風のガスなりを引いて、し

っかり準部して対応出来るようにしたいなと思っておりますので、よろしくお願い

します。それから、先ほどもご質問いただきました隣の亀山市と直接的に何かという

のは、このことは、明とのことは正直ございません、正直に。ただ、関町とか、ああ

いう町並みを残しているところとは、私ども、学芸員の方で連携というか、いろいろ

交流がございますので、そういう意味では、楠原の町並み保存の意味も含めて、関の

方からやって来る、あの流れの中で、この明村のこの庁舎の件も位置付けてほしいな

あということで、そういう交流はしております。計画するにあたってはですね、同様

に役場庁舎を残している朝日町の方が、いろいろと今、同じような意図がございます

ので、そういうふうな意味では施設を残して、やっていくというのを、皆に使ってい

ただく、公開していくという事で交流しておるところでございます。これからも是非

ご協力、ご理解をいただきたいなあという気がいたします。 

 

 はい、林さん。 

 

 この年度末で２７年度の、この旧明村役場庁舎保存策定計画事業は終了されると

いうことで、この中にありました保存活用計画の策定という中で、今、冒頭にありま

した事項でお聞きしたんですが、この２７年度の事業の中では、検討会議の開催とい



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

濱野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

う事で、私もちょっと委員もさせていただきましたが、最終ちょっと委員会、欠席さ

せていただきましたので、本当に出とったらごめんなさい。この２８年度の予算が確

定してからということですが、ざくっとした話では耐震補強計画と実施計画という

言葉が付いていますが、何が聞きたいかというと、この２７年度にやってきた計画が

できますけども、それを基に検討会議が継続されるのか、その辺も含めてですが、後

は地域の住民の手を離れて、実施設計とか、そういうのは全部、市の方で進めるだけ

で、それ以降も地元とか関わるのか、そういう方々との協議とか、そういう場がまだ

あるのかどうかを教えていただきたい。今進めております。 

 

今、言うていただいた分で、地域の方にいろいろお願いをして集まっていただく機

会を作っていただいて、様々なご意見も賜りまして本当にありがたいということで

思っております。その件で３回目の時に私どもの方で、今から意見をまとめて、専門

的な事については、私共の方できちっと精査をして、冊子として纏めさせていただく

ということでございます。以降４回目もしくは、それ以降について、その纏めた物を

当然報告しなければならんと思っておりますので、出来ましたら地域の方々にご理

解いただいて、それをご説明させていただく機会を作りたい。それから、実施設計で

すので、数字的な物も含めて、どういった形でそれを地域の皆さんに報告させていた

だくのがベターかという事をその場で是非相談をさせていただきたいという事で、

今は進めさせてもらっています。私も気持ちとしては、詰めてはなかったんですけ

ど、気持としては是非今後もご協力いただきたいという気持ちで、今は取り組んでお

りますので、会長さんも含めてその節はよろしくお願い申し上げます。 

 

 はい、濱野さん。 

 

遅れまして申し訳ございません。今日お見えになったのは教育委員会の方。本当に

少し諦めてましたけど、明の村役場の移転が、だんだん進んでまいりまして、芸濃地

区の者として嬉しく思います。この中に保存事業の中で、必要に応じて移転先である

明小学校や、教育委員会としては明小学校の現状というものは分かっていますか。３

０年の時には、今のままで行くと生徒数は６０人をきります。もしかしたら、複式が

２つできるかもわかりません。３２年には合併をするより、こちらからも指導されま

した、指導したかどうか知りませんけど、雲林院小学校や安西小学校と同じ４０何人

台になります。またそのたびに変更しなければならないことが出てくる。地域の声が

上がるまでにそんなことをするのはタブーかもわかりませんけど、よくそこは考え

てした方がこれはええと思いますので、そこだけお願いします。こんなに減ってくる

とは思いませんでした。 

 

 はい、課長。 

 

 今、本当に大切な話を頂いております。地域の方に入っていただく、その場にはＰ

ＴＡの方、代表といいますか保護者の代表の方、それから校長先生にも入っていただ

きました。今のようなお話し。私共も勿論、教育委員会ですので、そういう資料も含

めまして、旧明村役場庁舎と小学校がどのようにコラボレーションしていくかとい

うのを、実はずーっと相談をしておりました。人数はだんだん少なくなってくるけ
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ど、何年までは当然、小学校としてやっていきたいという小学校さんのご希望ももち

ろんあって、地域のご希望ももちろんございます。そういったことの一方で、教育委

員会で今後どうしていくかという判断をしながら、その時に、明村役場庁舎をどうい

うふうに活用していただくか、明小学校の目の前にこれあるわけですので、いろんな

形で子ども達にも、それから地域の方にも刺激を与えられるような教材に使ってほ

しいという事でつめているんですけど、近い将来、芸濃地域の中で小学校が合併して

いくかもしれないという事も十分頭には入れておきますけど、その事で今、明村役場

庁舎を小学校において何かするということまでは論議として詰めて無いんですけ

ど、もちろん平行して小学校さんとは話をしていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 はい、岡本さん。 

 

 追加でいいですか。課長さんのご意見を伺うと、やっぱり中長期的に学校との、私

は合併に入ると聞いておったので、そういうふうな展望を持って、拡幅工事とか、

色々言われてますけど、そこをもしするのであれば、学校が無くなったら、何の目的

で拡幅するのかと、、その都度考えるのであれば、目の前のことばかり考えていては 

税金の無駄遣いになると思いますし、これはやっぱり是非、将来の展望を見据えた中

でしていくと、その中で考えていただきたいなと思います。40 

 

 はい、吉田さん。 

 

 後で、こども園の問題でも言おうと思っていたんですけど、どうも、この芸濃に関

して、例えば新町のこども園も、神戸もいろいろ合併するでしょう。眼の前の明小学

校の、幼稚園の問題は全然触れてないでしょう。これ、議会の全員協議会で配られた

議案の説明書、まあ芸濃町の総合支所長も、どういうふうに反映したかはわからんけ

どね、なんか、私、ちょっと教育的な立場でいうと、将来の考え方、それが無いよう

な気がしとるだけ。後は、次の意見に送ります。 

 

 はい、課長さん。 

 

 あの、大切な意見ありがとうございます。一つ他市との連携について、ちょっと言

わせていただきます。先ほどちょっと報告させていただいたんですけど、あそこの場

の公開を２４年まではやっておったんですけども、２５年、２６年とやってこなかっ

たんです。保存という事もあって。今年度、こういった事でご理解いただきたいとい

う事を含めて公開したんですけど、その時は近隣の、教育委員会の方にもご協力いた

だきまして、地域の方以外にも知ってもらうことができました。地域の方以外ではな

くて、ちょっと、おたくはどこの方ですかとよう聞きませんでしたけど、津市じゃな

い方もたくさん来ていただきまして、どこで情報を知ったかといえば、今はいろんな 

媒体がございますので、そういった色々な媒体の中で来ていただいたと。色々今言う

うていただいたように、私共としても他市とか街道の事もございますので、これから

もなおさら、してかないかんなあと思いますし、樹の事については記念樹の事だと 

思います。将来的にはどうするかという話しが、当然以前からも出ている話でござい
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ますので、明庁舎を整備していく中で、非常に申し訳ございませんがスペース的に伐

らなければならないというのも正直ありますので、これについては、引き続き地域の 

方や、いろんな所へ色々ご説明申し上げて、なにか対策があれば活かしていきたいな

と思っております。勿論、もう２７年度以降しないということは全くございませんの

で、今、言っていただいたような課題は是非取り組んでいきたいと思っております。

それから、ごめんなさい。中長期的にというのは、本当に言っていただいた通り、私

共だけの事だけでは収まらない。学校全体、明全体、さらには芸濃全体のお話になっ

てくるんだろうと思うんですけども、私共の、これは、あくまで、まだまだあれなん

ですけど、生涯学習課の文化財の視点から、この計画は立ててはおりますけども、例

えば明小学校が、例えば閉校になったとしても、当然、明という地域はたくさん人が

住んでいただいて、そして活発にいろんな活動をしていただいておる地域の一つで

ございます。そういう意味では、あの校舎の再利用をきっといろんな形で考えていた

だく中で、例えば運動場の使い方、地域で運動場を使う形が、きっといろんな形でい

ろいろ出てくるというふうに思っておりますので。もう、あそこはいうなら廃屋にし

て何もせんのやということにはしないと思います。きっとならないということを念

頭においております。廃校になった時にどうするのという話しはあるんですけど、津

市としてですね、そういう地域が何も出来なくなる地域というか、うちのプログラム

に挙げてないわけですので、何か活性できるような、色々な取り組みの中で旧の明村

役場が位置づけられるように、私たちも是非、意見は出していきたいし、また、皆さ

んと相談をさせていただきたいと思っておりますので、確かに教育全体としてまだ

まだ計画は甘いというご指摘は、ああ、そうだなあと反省はしておるんですが、しっ

かりやっていきたいと思っておりますので、今後もご理解のほどよろしくお願いし

たいと思います。このように考えております。 

 

 はい、支所長さん。 

 

 少し、この明村役場の役場庁舎の関係で整理をさせていただきたいと思います。こ

ちらの方は生涯学習の文化財につきましては、旧明村役場庁舎を有形登録文化財と

いうことで、一番良いような形で残しますと。それは伊勢別街道の関係とかそういう

ものを踏まえて、その亀山市との部分を考えながら、その文化財の保護という形で、

例がですね、１月にウオークという話が出ましたので、ちょっとそこらへんの関係が

あるんですけど、今、現在、ふるさとガイド会さんにお願いしてですね、伊勢別街道

の部分でいいますと石山観音とか、旧明村役場庁舎とか、いろいろな形でウオーキン

グはさせていただいておる。ただ、隣が伊勢別ですので、高田本山は市内なのでさせ

ていただいておりますけど、亀山市とはどうかという話しになりますと、湖水荘の関

係においてですね、ガイド会さんと連携を図らさしていただいておる。今後どうなる

かはわかりませんが、本来、伊勢別街道であればその高田本山の寺内町の部分で、明

村役場、楠原地区、そして関宿という形の部分の流れがですね、伊勢別街道という形

がございます。行政的にいきますと、他市のところの部分でいくのか、出すのか、い

ろんな関係があってまだそこまでの決断にいたっていないのが現状だと思っており

ます。ですから今後、イベント的な部分でどう考えていくかという。伊勢別街道とし

ての展開がひとつ考えられると。その関係におきまして実施される部分、文化という

関係でいきますと、逆に文化財を離れまして、うちの行政の縦の関係でいきますと、 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

岡本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

生涯学習課長 

 

岡本委員 

 

 

生涯学習課長 

 

文化・スポーツ振興という形になりまして、そこは、そういう関係をやっていますん

で、そういう面ではまた違った部署、芸濃であれば芸濃の中で、地域の関係でできる

という事でございます。そこらへんの展開はまた違うという段階になってこようと

思います。それと学校跡地という部分が出てきましたので、学校跡地をどうするかと 

いう形に基本的になる。安西と雲林院の学校の関係でお話しさせていただきました

が、基本的に教育財産と行政財産が市の中でございますので、学校ですので教育財産

という形になってきます。学校という用途が無くなった段階で、行政財産では地域振

興が芸濃総合支所の管轄で去年の４月１日から移管になった。ですから明小学校が 

閉校という形になれば、行政財産として一般的な形で、地域振興の施設になるわけで

す。ただ、今の現状からいくと、安西もそうなんですけど、今、学校開放の関係で、

グランドの体育館はいろんな形で利用していただいておる。校舎の関係はという部

分がございます。校舎の関係は、今後の話になりますが、校舎として行政として使う

施設として、利用がありますかということを聞く関係があったり、それが無いのであ

れば民間の活用があるのかというふうな形になる。ですから、今、文化財の方のお話

があったのは、隣に旧明村の庁舎があってですね、その校舎が利用できるような形に 

なった時に、そことの連携を行政の中でどういう形で活用計画が出来るかどうかが、 

ひとつの考え方になろうかと思います。そこの部分を一体化できて計画をするとい

うのになれば、それはひとつの計画案で、そして民間の方々の部分を利活用するよう

な話の中へ持っていくのかどうか、これは今後の話になろうかと思います。今、現在

の中で、それまでも含めてというと、整理が出来ない話ですので、あくまでも今の形

で、後、利用の関係については、展開の部分でいろんな形があろうかと思います。そ

この点は整理をお願いできればと思います。以上です。 

 

 はい、ありがとうございます。はい、岡本さん。 

  

 吉田委員が言われたように、平尾というのは、やはり芸濃町、この明地区について 

も、かなり深い共同体であったことがあるんですから、ですから、そういう歴史的な

事を踏まえて芸濃の、私、今の話を聞いてて、庁舎の外見は分かったんですけど、こ

の庭なんかは、まだ、これは全然案は出てないんですね。こういうふうなところなん

かは、前、林委員が言われたように寄り合い、地域の方々が、私、確かにあの庁舎す

らも、やはり明の地区の人達の憩いの場、交流の場として、やはり残しておくべきだ

と思いますので、そういうところをまた、既存の古い建物は残すんだけど、まだ活用

できるんだったら明の人達にもね、庭とかそういうのも含めて考えてほしいなと。 

 

 はい、ありがとう。はい、課長さん。 

  

 すみません、庭というか、玄関の前のスペースをどうするかというのは。 

 

 玄関の様子は良く分かりましたので。中については今まで話がなされてなかった

もんですから。 

  

 おっしゃるとおり、庭の部分を私共の、今の考え方としては、基本的に庭の部分を

含めて、あの敷地全体を復元、再現していくような計画でおるんですけど、恐らく地
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質調査とか測量とか、いろんな形をする中で水路を通すとか、いろんな事が出てくる

というのが予想されますので、そういったことできちっとこういう形で整備をさせ

ていただきたいということを、そういったことも含めて、改めてお示しさせていただ

きたいと思います。 

 

 基本的に曳家という形で、今、子ども達が遊ぶ所という部分がある。そこの関係も 

あわせて、以前子どもたちの部分で聞いた部分のなかで、どういう関係かということ

をふまえて、記念に植えた７本の木という部分があるんですけど、もっていくと枯れ

るという部分があるんで、新たに植えるかは検討する形で。そのあたりは、また考え

てやっていただけると思いますけど。 

 

 明村役場の件ですが、皆さんどう思われますか。ただ今のご意見を参考にしていた

だいて、いろいろと試案を出したいと思います。それでは、次の項目にいきます。（仮

称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）に対する意見につい

ての内容の報告を事務局からお願いします。 

 

 文化財の方は、今、明で先ほど説明させていただいたので、ちょっと業務の関係も

ありますもので退席をさせていただきたい。 

 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。それでは報告を。 

 

 （仮称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）に対する意見

への対応の内容について、着席して説明させていただきます。 

 第１回の地域審議会におきまして、この総合戦略の骨子案を出していただきまし

て、第２回の地域審議会で案を出していただきました中で、委員の皆様からお寄せい

ただいて、前回、第３回の審議会の場で、このような意見の取り纏めをさせていただ

きまして報告をさせていただきました。と、いうところまでお話のほうをさせていた

だいたんですが、今回はですね、この地域審議会でご提出いただいた意見への対応と

いうことで報告をさせていただきます。まず、一つ目ですけど、妊娠、出産から子育

てまで途切れのない支援という項目の中においてですね、審議会で頂戴した意見が

ですね、ＫＰＩを乳児家庭全戸訪問実施率とし、９３.５％から９５.０％への引き上

げが掲げられているが、日本で１４歳未満の子が出産した場合、虐待を受ける子ども

が多いと聞き及んでいることから、残された５％が命の危機に陥る可能性があると

思われる。やはり、ひとり一人を大事に育てていかなければならないという流れの中

で、是非１００％とするべきである。また、フィンランドの「ネオボラ」を津市版で 

実施していただきたいので、「ネオボラ」を検討していただきたいというご意見に対

しましては、担当所管の健康福祉部からは、全戸訪問の実施につきましては、対象者

の事情により５か月以降に実施した訪問は全戸訪問の実施率に含まれません。また、

訪問を拒否された場合等でも、津市の保健サービスについての資料をポストに投函

し家の周囲を観察するなど生活実態を把握し、情報提供をしています。さらに、津市

では、１０か所の保健センターにて母子健康手帳を交付し、その際に妊娠期から出産
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育児期に関する母子保健サービスの紹介、相談等を実施しています。支援が必要な対

象者には妊娠期から計画を立てて継続的に支援を実施しており、これが津市版の「ネ

オボラ」に準ずると考えております。続きまして、放課後児童クラブの充実というと

ころで、策定のポイントの３つ目として、政策５原則の重視が掲げられ、その内の１

つに結果重視として、プロセスよりも結果を重視する支援である旨記載されている

が、少子化対策という面からも、福祉施策としても、子どもを安心して産み育てられ

る環境づくりとして、施設数の増加とともに「放課後児童クラブの質の向上」、「実際

の活動現場や地域特性を踏まえた放課後児童クラブの支援」が必要であり、具体的な

事業の充実を進めていただきたいと。これに対して、所管の教育委員会は、ご指摘を

いただいたような視点で、今後も放課後児童クラブの支援の充実にむけて努力をし

ていきます。具体的には、放課後児童クラブの支援員の研修については、次年度以降

もその回数を増やすことや、運営についての補助金等も国の基準の見直しに併せ増

額するなど、よりクラブの質的な向上を目指しています。また、放課後児童クラブの

多くは、利用する児童の保護者が中心となった運営形態であることから、その小学校

区内の事情にも配慮した運営方針を持っていただいているところです。今後もこう

した取り組みを支援できるように市として、各クラブとの連携を図っていきます。 

３つ目です。子どもたちの学力向上と安全の確保に向けた小中学校の教育環境の充

実で、ＫＰＩを全国学力・学習状況調査において全国平均を上回る科目数（小中学校

合算）として、３科目から全８科目にすることが掲げられているが、教育という観点

から捉えれば、ひとりの子の到達度に主眼を置くべきであり、加えて学校の到達度で

はなく、地域の到達度であって、平均と比べるものではないと考える。また、具体的

な事業として他市でも行われている小中学校へのタブレット導入による教育を検討

いただきたいという意見が出て、これに対して所管の教育委員会は、全国学力・学習

状況調査は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童 

生徒の学力や学習状況を把握し、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習

状況の改善等に役立てることができる有効な手段の１つです。子ども達がこれから

の社会を生き抜いていく際に必要な基礎的な知識・技能、それらを活用して課題を解

決するために必要な思考力・判断力・表現力が身についているかを見ることができま

す。そのため、教育委員会としましては、学校が組織的・継続的に学力向上に取り組

めるよう支援していきます。また、タブレット等のＩＣＴ機器の導入については、教

育的効果を検証しながら随時導入を進めているところです。４つ目でございます。三

重短期大学への入学と卒業生の市内企業への就職の促進。当該施策に関しては、魅力

ある学科を新設し、その学科が地域に根ざす企業等が望む人材育成に繋がるもので

あれば、より効果的な取り組みになると思われる。特に地域資源の掘り起こしやＰＲ

が地域創生においても重要と考えるウことから、観光の分野において、知識と技術を

修得させる観光課の新設を検討いただきたい。これにつきましては所管の三重短期

大学が、学科の新設には、整備経費や教員の人件費など膨大な経費が必要になること

から、当面は現在の学科構成を維持しつつ検討しますという事になります。それから 

続きまして、高齢者や障がい者の就労支援、それから地域住民の助け合いを育む仕組

みづくり。２つの施策に関しては、連携して取り組める業務であり、特にシルバー人

材センターに関しては、地域に潜在する労働力と支援ニーズを繋ぐことで更なる利

用が図られるため、より一層の業務の拡充とそのＰＲをしてもらいたい。また、その

成果を確認するため、シルバー人材センターへの受託件数の増加もＫＰＩとして設
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定されたい。所管の健康福祉部はシルバー人材センターへの受託件数についてもＫ

ＰＩとして設定します。シルバー人材センターの登録会員数は１，０２０人から１，

３００人に、シルバー人材センター契約件数は１０，１６７件から１０，３００件 

となります。最後ですね、全般として、いずれも具体的な事業というのが書かれてい

るが、具体的と思えないものも多く見受けられる。特にＫＰＩが掲げられていても、

その判断を難しくすると思われ、全体的に具体的な算定根拠が見える形で記述して

もらいたい。これに対しましては所管の政策財務部は、国からは、地方創生に係る 

国の交付金を活用するには、活用しようとする取り組みが総合戦略に記述されてい

ないといけないという条件が示されていますが、国からは未だ交付金制度の内容が

示されておらず、また、示された後も変更される可能性が高いことから、ある程度柔

軟に対応できるような表現にしています。という回答をいただいております。以上 

意見に対する対応ということで、報告をさせていただきました。よろしくお願いいた

します。 

 

 はい、ありがとうございました。事務局からの報告が終わりました。何かご質問が 

あればお願いをいたします。発言があれば挙手をお願いいたします。なかなか文章に

書いてもらってあると難しいんですけども。よろしいか。これは意見に対する回答と

理解してもろたら良いと思いますけど。よろしいでしょうか。はい、濱野さん。 

 

 まず、３番目のタブレットというのは松阪地区でだいぶ増えてきましたね。もう、

皆さんは覚えが無いかもしれませんが、うちは昭和２７年から教科書は入れさせて

いただいていますけど、もう６０何年か経ってしまって、去年小学校が変わりまし

て、今年、中学校が変わりまして、今、教科書の会議をみていますと、一応どうなる

か、安倍さんは、次の４年後の変える時にはタブレットという事を口には出してはお

るみたいですな。せやけど、まだそこまではとは違うもんで、私らが協会と話をして

いるのは、もしかしたら安倍さんがぐっと押してきたら、４年後はタブレットと教科

書と両方渡すのではないかと、いっぺんに変えあんと。その４年後には、もうタブレ

ットになるんと違うかという案が出ています、教科書。せやで今、三雲中学校では、

もうタブレットを出して貰って実験をしています。 

 

 国の事ですので私が答えるという事は責任上、分野上あれなんですけど、皆さんも

ニュースとか色んな形で、そういうタブレットで授業をやっていると聞いているよ

うに、民間なんかは、もう逆に言うと東大、京大専用の人材育成のために、離れてお

ってもインターネットで優秀な教育が受けられるという形まで進んでおります。で

すから一般的な義務教育とかで電子機器、いろんな形の中でタブレットを使用する

という事でございますけど、普及をしていくというのは予算の関係とかあるので、割

合と、こういう表現にはしておりますけど、予算化を国がしますという事になれば、

いっぺんに進んでくる関係もあろうかと思います。このタブレットにした段階で、片

方では良い面があるんですが、片方では弊害があるとか、そういう形が出てくる懸念

があるので、まあ、一般的なやり方としては、まずモデル校でやって、そこの実証の

中でどういうふうな効果が表れるとか、問題があるのかという事を把握した上で広

めて、問題のある点を修正しながら、全般的に広げるということです、利用は広がっ

ていく、広がっていくスピードはまちまちだと思いますが、これは方向としては、広
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がっていくかなあと思っています。ですから、そういう意味では、この書き方が行政

的になります。役所的な言葉で申し訳ないんですけど、基本は恐らく広がっていくと

思うんでご理解していただくという事でお願いしたいと思います。 

 

 お答え、ありがとうございました。他にございますか。はい、濱野さん。 

 

 調べたけどわからなかったので、シルバー人材センターというのは、６０歳からと

いう規定があるんですか。それが最近ちょっと気になってきて。私も６０で、周りに

５５でどうしても出された人があって、人材で仕事をしたいんやけど６０まで行け 

あんというようなことがあったもんで、津市が先に手を挙げて早くから、早くからと

言ってはおかしいけれど、そういう垣根も無くしてかないと、困っとるという気がし

ますけど。なかなか就職が無い年代になってくると。 

 

 はい、支所長さん。 

 

 また、いっぺん調べさせていただきます。シルバー人材センターというのは、国の

制度の関係とか、いろんな形で出来てきた部分があって、その当初の部分で考え方と

して定年６０とか、その関係があとの人の部分であるんですけど、今、現在、お話し

していただいたように６０まででない方で、キャリアがあっても働き口が無いとか

いう形があったりしますので、今の現状の中では、今言われたようにミスマッチして

いる部分があるかもしれませんし、それは基準とかそういうものも調べさせていた

だいて、また文書的なもので、さしていただくようなことになろうかと思うんで、そ

の点、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 はい、岡本さん。 

 

 先ほどシルバーのところで、地域住民を助け合う仕組みというので、回答が何も書

いて頂いていないような気がするんですけども。と、いうのは恐らくこれからは、少

子高齢化プラス多死、多くの死という、それが絶対に逃げられない道というふうに言

われていますよね。施設にも入れないという事が目にみえてわかっていると。在宅看

護という形になってきているんですけど。実際に私の義理の母も９０いくつで亡く

なったんですけど、子どもが守りするというたら７０を超えてますよね、７５歳と

か。そういう事になってきた場合に、それも出来ない。じゃあ、やっぱり自助共助の

中でお互いに隣近所とか助け合わなければいけないのに、私、ちょっとこの間の時

に、鈴木知事も言ってみえましたけどね、子ども達もネオボラというけど、老人のネ

オボラみたいな、見回りをするという仕組みを数字とかは示していないけど、眼の前

に迫っていますので、これは本当に市としても逃げられないと思いますので、是非、

これについての回答もいただきたいなと思います。 

 

 この関係につきまして、高齢者や障がい者の就労支援という形の部分での項目で

あったように、地域住民の助け合いを育む仕組みづくりというのを、今、岡本委員が

おっしゃられるの地域住民の助け合いという形でございます。共助という部分で、基

本は災害とかで言う自助という事で、独りで生活できるという部分が一番大切な形
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でございますけど、その点でいくと健康寿命でいくと男性７０で、女性が７４という

形の部分で今言われている。 

 

 ８０。 

 

 平均寿命と健康寿命。 

 

あぁ、健康寿命ね。 

 

健康寿命は７０と７４ですね。今、問題になっとるのが、健康寿命が一番問題とい

うか、そういう関係が出てきておって、まあ、これを逆に伸ばしていくという事をし

てかないかん。それがおっしゃられるように高齢者のネオボラという形にもつなが

ると思うんですけど。これはまあ８０２０とか、色んな形をやって健康にしましょう

という部分で取り組んではいただいておるんですけど。逆に言いますと健康寿命の

関係で、やはり色んな形で共助が必要な部分があったりとか、様々な関係がございま

す。その中で介護保険制度という部分がございますんですけど、今現在、介護保険制

度の中で、要支援１・２の部分の見直しというか、色んな形の中で、地域の地方自治

体の中で、いろんな対策も検討されてきておる状況でございます。 

津市につきましても、そこの介護予防という形の中で、やはり力を入れなければなら

ないという事で、制度的な関係でサロンとか、いろんな部分で実施という形で進めら

れているわけでございます。芸濃地域の関係につきますと、費用なんでございますけ

ど、片岡委員や落合副会長にも入っていただいたものがあるんですけど、実は芸濃地

域の福祉懇話会という芸濃地域の福祉的な関係、ボランティアの指導、いろんなこと

をやっていただいておる。介護支援サポーターもそうですけど、民生委員・児童委員

さんもそうですし、自治会長さんもそうですけど、その方々が寄って頂いて、地域の

福祉をどうしようという形の中で、細かい意見交換をさしていただいておる。代表的

に、今、その中でも、先ほどお話しさせていただきました、その要望に対するサロン

事業というのも高齢福祉からお話をいただいておるわけでございます。ですから、そ

ういうふうな事の中で、芸濃町としても大きんですね。地域としても、本来は集落単

位とか自治会単位とか色々ありますけど、そういう単位で共助をどうしていくのか

という事をやはり考えてかなあかんという事になってこようかと思います。そこの

中で逆に言いますと、助け合いという形の連携を個々の部分の集落単位とかでやっ

ていただくという意識をまずはもっていただくと。そこの中で助けていただく人を

どう協力に入っていくか、この仕組みづくりになろうかと思うんですけど。なかな

か、個々のケースとしていろいろあるので、こういう形の中でこうしなさいというの

は、ふわっとした形で恐らく書いてございます。その方向性として、具体的にどうこ

うしていくかというのが一番大事かなあということで、最初集まっていただいた

方々につきましては、現状の方々の団体という事で、いろんな方々も入っていただい

て意見を交換して、いろいろやっていただく関係があるかなあと。呼びかけは私ども 

さしていただいたんですけど、津社協の支部がやはり主体になっていただく部分が

共助の関係でございますのでという事になってきますので、今後の部分につきまし

ては、社協の支部の方から色々集まっていただいて必要に応じてするという事でご

ざいます。そこには、地域包括支援センターも入っていただいて、お医者さんも一応、
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お声がけさせていただいたんですけど、ちよっと木曜日の午前中でしたので、ご出席

がいただけなかったんですけど、そういう方々が集まっていただいて、小さな単位の

福祉、いろんな在宅の関係を併せて検討していただくという事で、作らさせていただ

いたので、ここの段階では恐らく、就労の部分でいろいろあったもんで、なかなか市 

としてはきちっとした形ではできなかったと。方向というか考え方は、地域住民の助

け合いというのを含める中には書いてございますので、後は具体化するという形を

どう持っていくか、芸濃としてはそういう取り組みを進めさせていただくという事

でご理解をいただければと思います。 

 

 説明ありがとうございました。他にいかがですか。よろしいですか。はい、それで

は次に移らさせていただきます。地域かがやきプログラム事業（実績報告等）に 

ついての説明を事務局お願いします。 

 

 前回、地域かがやきプログラム事業の実績報告ということで、前回、第３回地域審

議会の際に中間報告ということで、数字の方とかを報告させていただいたんですが、

本日は３月２５日ということで事業の方が終了してございますので、前回の報告に

対してですね、報告をさせていただきます。まず、一つ目ですね、２０１６年龍王桜

マラソン＆ウォーキング大会ですが、今現在準備をしているというところになるん

ですけど、平成２８年４月１０日開催ということで、定員を１，０００名という事で

募集をしたんですけど、実際の申込者数は１，３４７名となっております。２つ目で

すね。芸濃地域スポーツ大会ということで、前回の報告から更に３つ事業が進みまし

て、２月１４日にニュースポーツ体験を実施しました。芸濃アリーナで１９人の参加

がありました。こちらに対しましては本当は卓球の方があったんですけど、やはりス

ポーツ振興という中で、１１月にニュースポーツ教室というのをさせていただいて

おるんですが、みんなが参加しやすい形でするという事で、ニュースポーツ体験をさ

せていただいております。それから２月２１日の日曜日に、これもスポーツ団体と小

学生のスポーツ団体と、今回はソフトボールを芸濃少年ソフトボール部とスポーツ

少年団と大人のソフトボール部の団体、芸濃ソフトボールリーグというところから

来ていただいて熱心にしていただいたものでございます。次に裏面にいきまして、バ

レーボールがありました。これにつきましては芸濃アリーナで３０人ということで、

３チームでしたものでございます。実施一覧ということでつけさせていただきまし

たが、１０事業させていただきました。今後も進めていきたいと思っております。続

きまして３番目です。GeinoXmas2015、こちらも前回と動きは無いんですけど、芸

濃総合文化センターで約５，０００人が来場しました。来年度につきましては、施設

の関係で１２月１７日・１８日にメーンイベントを開催する予定が決まっておりま

す。続きまして次のページなんですが、４番、錫杖湖畔自然体感事業の中のですね、

最後の取り組みという事で錫杖ヶ岳登山を先日、３月２０日の日曜日に実施いたし

ました。参加者１５名来て頂いて山頂までいきました。その時の写真が掲載されてお

ります。最後に５番、自然・歴史ウォーキング事業ということで、これも前回に２０

１６のチラシを作製中とお伝えいたしましたが、もう既に作成が終わり、もう既に３

月１７日と２４日に実施をしてございます。４月以降はですね、あと１回でございま

す。２７年度における動きとしては以上でございます。続きましてですね、最後のペ

ージですね。２８年度の予算案を示させていただいております。これは前年と同様の
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額が全て書いてございまして、龍王桜マラソン＆ウォーキング事業については１，２

００，０００円、スポレクチャレンジ事業芸濃大会については２００，０００円、

GeinoXmas 事業については４，０００，０００円、錫杖湖畔自然体感事業について

は３５０，０００円、その中でも落合の郷植樹等美化事業については前回報告させて

いただきましたが、これも継続するということで３５０，０００円、それから最後に

自然・歴史ウォーキング事業として２００，０００円ということで合計、６，３００，

０００円。現在、本会議の方、開催中でございますが、案ということで報告させてい

ただきます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございました。事務局から説明が終わりましたので、何かご質問

がございましたら挙手をお願いいたします。もう、全て事業は終わっておりますので 

報告だけになるんですが、来年度予算についても、よろしいでしょうか。質問無いよ

うでございますな。それでは、この項は終わらせていただきたいと思います。それで

は５分間休憩をとらせていただきます。 

 

（５分休憩） 

 

 それでは、休憩前に引き続いて会議を再開いたしたいと思います。次にこども園の

方式について、事務局の説明をお願いします。 

 

 津市のこども園の整備方式について、説明をさせていただきます。先ほども予算金

額の中にもありましたとおり、こちらの資料ですけど、全員協議会の中で示された資

料なんですが、芸濃こども園について書かれております。これに基づいて説明をさせ

ていただきます。 

 まず、津市の就学前における教育・保育については、年度当初はゼロを維持してい

るものの、平成２２年度以降、待機児童が発生しています。こういう状況になってお

りまして、本市につきましては、待機児童対策に取り組むという事で、様々な方策を

講じてきました。平成２７年４月１日から、子ども子育て支援制度が実施され本市に

おきましても、平成２７年３月に策定した津市子ども・子育て支援事業計画において

は、民間施設との両立を基本に、平成３１年度までに公立で５施設の「幼保連携認定

こども園」の整備を目指すこととしています。続きまして３ページ目になりますが、

過去１０年間の取り組みということで、６４７人分の定員を拡大しました。ひとつは

施設整備への支援、もうひとつは施設整備を伴わない定員の拡大。２番目は新制度へ

の移行に伴った取り組みという事で、これにつきましては私立幼稚園から認定こど

も園への移行支援、それから地域型保育事業の認可といった事で１３７人分の定員

を拡大しました。それから新制度への移行に伴った定員の見直しで、私立保育所９か

所で１４１人、公立保育所１２か所で２５５人分、合わせて３９６人分の設定定員の

増加になっております。それから、幼稚園の取り組みとしまして、近隣幼稚園との施

設再編が進めれられてきて、芸濃地区においても進められております。 

 続きまして、今後も対応が必要な課題についてということで、一つ目は待機児童対

策のための保育提供量の拡充。それから二つ目は公立幼稚園における適正規模の集

団形成と効率的な運営ということが掲げられております。続きまして三つ目が施設

更新ということで市内にあります施設、すべて築３０年以上経過したものが大半で、
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築４０年以上の物もあるということで、適正な施設環境を提供することが課題とい

うわけですが、今後の幼児教育・保育の提供体制のあり方につきまして、一つ目が教

育・保育の量の見込みと確保の方策という事で、一番問題になっております０歳児か

ら２歳児に係る量の見込みを推計し、それに対する確保の方策を記載しています。二

つ目が、３号認定子どものための確保の方策として、平成２７年度に私立保育園が認

定こども園に移行した際に保育提供が必要な０歳児から２歳児の３号認定子ども

と。３歳児から５歳児の２号認定子どもの受け入れ枠が付加された方策と同時に、他

の私立幼稚園による認定こども園への移行も想定されます。と書いてございまして、

また、少子化が進行する状況下にあって、これまでのように私立保育所の経営判断に

頼った施策によって定員拡充を図ることが難しくなっているため、今後はこれまで

以上に公立の保育所と幼稚園がその役割を担う必要があります。このようなことか

ら、当面は定員に対して飽和状態が続くと予想される公立保育所と、入園率や園児数

から施設規模のおよそ半分が余剰となっており、幼児教育の提供環境として適正な

集団規模の維持が困難となっている公立幼稚園の現状を踏まえ、双方の課題を解消

する方策の一つとして、近隣の公立幼稚園と公立保育所が一体的な運営を行うこと

により、保育提供量の拡充やバランスを図るとともに、施設の老朽化に対応する施策

への取り組みが考えられます。 

 続きまして（３）１号認定子どものための幼児教育環境の改善ということで、園児

数及び入園率から見た公立幼稚園における幼児教育の提供環境は、現在に至るまで

縮小の一途をたどっており、早急な対応に迫られている状況にありますが、今後も適

正規模の集団を前提に、長年の経験や実績に培われた公的な幼児教育に期待して公

立幼稚園を希望する保護者のニーズにしっかりと対応していく必要があります。こ

のことから、幼稚園機能を持つ認定こども園を整備することで、２号認定子どもと共

に適正な規模の集団を形成することができ、より充実した幼児教育の環境とするこ

とができます。（４）津市における幼保連携型認定こども園の整備に向けた考え方と 

いうことで、私立の保育所と幼稚園等民間施設との両立を基本に、質の高い幼児教育

や保育時間の選択など、保護者の多様なニーズに対応できる幼保連携型認定こども

園の整備に取り組みます。 

 次のページから、市内５か所ということですが、芸濃こども園を位置付けておりま

す。名称につきましては（仮称）芸濃こども園で、位置につきましては津市芸濃町椋

本５１３２番地ということになっています。概要としましては、津市芸濃小学校、 

津市芸濃中学校、芸濃総合文化センターが集積する当地に、津市立椋本幼稚園、津市

立安西・雲林院幼稚園及び津市芸濃保育園を一つにして幼保連携型認定こども園を

整備します。定員規模は全部で２４０人で、内訳としては、３歳から５歳児が９０人、

０歳児が１２人、１・２歳児が４８人、３歳児から５歳児が９０人で、一番上の９０

というのは幼稚園に該当する数で、二番目から下のこの３つが保育園に該当するも

のです。整備時期につきましては、建築が平成３１年度で、開所が平成３２年４月と

いうことになってございます。 

 次のページに現状の数字の方が出ております。一つ目が各園舎の状況、建築年数等

が書いてございます。二つ目が利用定員、今現在の定員が書いてございます。それに

対して三つ目が利用実績で平成２７年４月１日現在の園児数が書いてございます。 

最後は、職員配置ということで、先生の数が記載されています。こういった状況を受

けて、芸濃こども園の定員数があるということでございます。それから地域審議会の
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前に、吉田委員から明幼稚園の子どもの数についてご質問の方をいただいておりま

した。この９ページの表でいいますと、まず、利用定員の部分でございます。明幼稚

園の利用定員は５０名です。それから利用実績が、この資料に合わせまして２７年４

月１日現在で報告させていただきますが、３歳児が４名、４歳児が１０名、５歳児が 

５名、計１９名ということでございます。１０ページに先ほど説明がありました、位

置の関係が示してあります。５１３２番地ですので椋本幼稚園の近くになっており

ます。 

 では、ページ数が欠落しておりますが１１ページになります。続いて公立認定こど

も園の整備による効果ということでございまして、まず一つは、待機児童の解消、そ

れから二つ目が就学前の子どものための教育・保育提供環境の改善、それから三つ目

が子育て支援の充実、四つ目が公共施設の運営・管理の効率化というのが掲げられて

います。 

 最後のページになりますが、６．認定こども園整備に伴う周辺公共施設の整備構想

は割愛させていただきますが、７.今後の対応としまして、平成２８年度においては、

本市が計画するこども園整備方針について、該当地域住民、保護者、関係団体等に広

く説明し、ご意見をいただきながら早期に調査・設計などに係る経費の予算対応への

準備を進めますという事でございます。以上、津市のこども園整備の実施方針という

事で、報告でございます。よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。ただ今の説明に対しまして、ご質問がございましたら挙

手をお願いいたしたいと思います。はい、吉田さん。 

 

 安西、雲林院幼稚園は、８人、４人、７人で１９人ですね。今、追加説明のあった 

明は４人、１０人、５人で１９人。４歳児が１０名、３歳児が５名、 

そんなに差があるというのは、子どもの数の影響ですか、それとも濱野さんらが、よ

く指摘をされとった椋本幼稚園へ行ったり、他の幼稚園へ行ったりという、差という

事は考えられますか。 

 

 はい、事務局。 

 

ご質問いただいていた内容はですね、この資料に合わせての明幼稚園の現状の数

ということでしたので、そちらの方は直接確認して、人数の確認はとれたんですけど 

この整備方針の中でもお話がありましたように、現状の保護者の方とか親御さんの

ニーズとしては、保育所寄りであるという中で、例えば明地区の方が、全ての園児を

見て保育園へ流れているかというのは、ちょっと把握しておりませんので申し訳ご

ざいません。 

 

 他にございませんか。はい、吉田さん。 

 

 若干、意見めいた事になるかもわかりませんが、今、開かれてます議会とか委員会

ですか、特に教育厚生の委員会、それぞれ質問趣意書も見せてもろたり、色々してい

るんですけど、あまりこの問題については、市の方針だけで議論がされてないという

ふうに私は思います。その原因というのはね、新町地区とか、旧津市の方は４つ５つ
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の合併なんかを問題視されて、それなりに議員さんの関心があるんですけども、芸濃

に関しては全体からいうたら、議員数の数からいったら芸濃地区に関心を持ってい

る人とか、あるいは地域の実情をどのように把握するかという事で、関心が無い証拠

なんですね。だから副会長の濱野さんが言われましたように、明の問題の中長期の展

望に立った方針というのが、津市全体の物にはなっていません。一番最後に現れてい

ますように、新町とか神戸とか修成とかいうのは、委員さんの把握内、市の把握が充

分なされている中で、こと細かに合併して、あるいは後の公民館をどうするかとか、

幼稚園をどうするかとか、そういうところまでいっとくと、この原案をどういう形で

作られたか、あるいは芸濃地域、支所の方で、市の方針として出す前に、いろんな諮

問や意見交換があると思うんですよね。そういう中でも、明の幼稚園をどうするのか

というのは、中長期の展望に立った方針が示されていないんですね、だからこれ原案

どおり通っていくような気がします。もうここまで来た以上ね。と、いうと濱野さん

が言われました、あるいは、議会でも言われましたし、ここの色んな議論の中でも、

放課後児童クラブと幼稚園と小学校と中学校の問題を三位一体的というか、全体的

な、教育の全体的な問題としてとらまえるべき問題であるにもかかわらず、この芸濃

町の問題について、何の方針も示されていないというのは、行政に対して少し不満に

なっていると私は思います。それからですね、もうひとつ、旧芸濃町時代は駆け込み

的な事があって、幼稚園の統合の話は出とったんですね。その時だって４園を一緒に

するという方針なんですね。今度の津市の方針は、２園なり３園と、とらまえたとい

っていいんですが、明を全然思ってませんでしょう。だから幼稚園教育、あるいは保

育園教育という、教育の面から見たら、なんかこう中長期的な、いわゆる問題が欠如

しとると。こういうふうに私には思えてなりません。したがって本来、明も合併して

津市の認定こども園としてどうしていくのかという方針を示すべきであったと僕は

思うんですが、まあ、残念ながらこんな事になったというふうに私は思っています。

だから意見として出しようが無いし、ましてや、子ども達の将来を、教育をどうして

いくかという視点が、全く芸濃支所にも、津市の教育にも、津市の行政にも無いと、

こういう事だけちょっと意見を言わさせていただきます。 

それからですね、この原案でいくと椋本の５１３２番地に建てるんですね。このよ

うに理解しておいてよろしいんでしょうか、原案は。と、いうと旧の福祉センターを

含めてと、こういうふうに理解するんですけども。間違いが無ければですね、まぁ今、 

幻のように、幻というか、旧芸濃町時代に決めた建物の原案の中に交流棟というのを

２階の別棟に建てると、こういう方針があったという事を承知しておいて欲しいん

です。それはですね、椋本の３、４、５には公民館がありません。芸濃町が出来て以

来、椋本の３、４、５の地区に公民館が必要無いというのは、福祉センターを利用し

てきたからそうなったんです。だから、幻の芸濃町の時代に作った幼保一体化のいわ

ゆる原案の中には、地域住民のための交流棟というのが存在していたと。このことだ

けは承知しておいてほしいというふうに思います。私はこれから説明会とか色々あ

った時に、地域住民の交流棟、公民館的な物の建設をどないしてくれるんやと、こう

いう事だけは意見として出していきたいなあと、こういうふうに思っていますこと

を、敢えて発言をさせておいて下さい。 

 

 はい、ありがとうございます。はい、支所長。 
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 吉田委員さんのご意見ということで、少し整理をさせていただきたいと思います。 

まず基本といたしまして、その明の関係のお話がございます。小学校、幼稚園ありま

すけど。２月２５日の地域懇談会の際にも市長がお答えさせていただいているよう

に、行政がそういう統合とか廃園の関係で、中長期を踏まえて見るという考え方はし

ないという事をまずご理解いただきたい。子ども達の教育とか、色んな形をふまえ

て、小学校の複式学級とかの関係が基準として、児童が少なくなれば基準としてそう

いう事をしてかざるを得ない。そうなった場合において、ご家庭のご父兄の方とか、

保護者の方が、やはりこういう状況ではどうかなという事の中から一緒にという事

で初めて考えさせていただくと、これだけはご理解頂きたい。あと言われますように

この計画の中で総合支所としての意見とか、その取り纏めとか関係があるんですけ

ど、合併した部分の関係でいきますと行政でよく言われる縦割り行政というのがご

ざいまして、健康福祉部は保育園、幼稚園の関係は教育委員会と、こういう形になっ

てございます。子どもの関係の認定こども園については、共同で協議をさせていただ

くということでございます。その関係につきましては、基本的な施策の方針という事

でございますので、本庁という形の中で扱いをさせていただくと。本庁の中の形でい

きますと、本庁の部分の施策形成で協議する部分でいくと、必ず幼稚園長とか、保育

園の関係の部署の常時子どもさんをみている状況とか、地域の状況とか、保護者の関

係をふまえた形で認識をいただいておる方々から意見とか色んな形を聴取して計画

を作っていくと、こういう事でございます。今、問題となるのは子どもを預かる場所

というのは、保育園を落ちたという関係で預かる場所が無いと。このデータの中でお

示しさせてあるように、幼稚園が定員の中があっても預けられる方が少なくて、保育

所としての需要があると。そうしますとそういう形の中で計画を作らせていただく

と。ただ、今まで縦割りの中で文科省と厚生労働省の国の関係があるんであれなんで

すけど、それではあかんという事で国の方も制度的に出来てきましたんで、芸濃総合

支所からという話しの部分があるんですけど、芸濃総合支所としても、幼稚園、保育

園の全体の部分を、幼稚園長とか保育園長とか、そういう方々が保護者とつながって

やって頂いて意見を反映するというのが一番確実でございますんで。それだけは支

所として、教育事務所も含めてなんですが直接な関わりは無いという事でございま

す。芸濃町で作られた計画という事の部分はあるんでございますけど、この部分的な

関係をそのままとらえるんかという事は、恐らく無いと思います。今、現状の形にお

いてどうするんかという事で、その当時の部分で考えられた部分では、そんなに大胆

に統合するとかという制度的な部分ではなかったと思いますけど。今、現在はそうい

う形になっていますので、そのまま同じような形の中で考えられることは無いと。あ

るというのは知っていると思いますけど、そのまましなければならないということ

は無いと思います。こういった公民館というか、集会所という意味でよろしいです

か。吉田委員さん。 

 

 そうですね。 

 

 集会所ということでよろしいですね。地域の集会所ということですね。地域の集会

所の関係はですね、今お話しいただいたように昔は公の部分で使えるという関係と

いうか、あれば使っていただくと。私共の庁舎の２階がコミュニテイ施設的な部分で 

常時使えるという関係があると、常時使っていただくと、自治会の集会とか、そうい



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

岡本委員 

 

芸濃総合支所長 

 

岡本委員 

 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

岡本委員 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

うのに使っていただけるような施設になっておりますので、そういうのがあれば使

っていただくという話しなんですけど。今、津市としては、集会所は自治会が建てる

場合は補助金という形で対応をさせていただく。地区の方々が集まる部分について

は、その集会所を補助金という形で造っていただく関係がある。その当時、その関係

でいくと福祉センターの関係を壊したもんで、福祉センターに共同で使用できる部

屋を使っておったという状況があったんでございますが、新しくできる関係の中で、

その事業体の部分としては一緒にという事は無いと思いますね。ただ、そこで言われ

た３から５の部分の中で、集会所が無いという形の中で、どうしてもという部分であ

ると、自治会の中で、集会所を建てるのかと協議をして頂く中で、どういうような対

応をしていくかという事は、市の行政とも相談をして頂いて対応は可能かという話

しでございますね。その当時、町としては福祉センターでいこうと、そこの関係で使

っていただいておった関係で、幼保という形の中で、保育園と幼稚園の一体化もあり

ますけど、より地域に根差した形の、逆に言いますと、もっと大きな形の部分で考え

ていただいた計画だったと思うんですけど。今回の計画は、幼稚園と保育園の一体と

いう、国の関係の方針の中でやるという事で。町独自の部分で考える部分とは全然違

うということで、まずご理解を頂きたいと。以上でございます。 

 

 はい、ありがとうございます。はい、岡本さん。 

 

 これ芸濃のこども園が４年後ですか。 

 

 計画の中に書いてある。 

 

 と、いうのは５年が、後５年が一番ピークなんですよ。後、下降線をたどるんです

よ。そこの中でもっと早くできないかなあというふうに私は思うんですけども。こど

も園になるのは４年後ですか、津市は。建物ですけど。 

  

 芸濃という部分で抜き出して書いてあるんですけど、芸濃としては、建築は平成３

１年度にやって平成３２年４月からという事で、他の４つのところは、逆に言うと早

くやってくような形の部分になりまして、芸濃としてはこの年度という事で計画を

されているという事でございます。 

 

 これから人数も増えるかもしれませんね、芸濃も。 

 

 こんなことをいうとあれなんでございますけど、今現在、保育園の部分で利用の関

係で４月現在は定員の中ではあれですけど、途中入所とかそういうのがあると。それ

と基本の部分でいきますと、今、待機児童という部分があるんですけど、保育園によ

っては昔は定員はあっても、そこの保育園へ行きたいもんで、どうしてもというと待

機になってみえる児童の方がみえたりするんですよね。ですから認定こども園が出

来た段階で、受け入れられるのはこれだけありますよというと、保育園でいきます

と、少し離れても車でそこへ預けに来られる方もみえるかもしれない。それと今、椋

本の関係でいきますと、だんだん開発がされてきてますので、そういう意味では子ど

もさんの部分の中で、変える必要がある保護者の方がみえるかもしれない。ですから
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交通の利便性が良いという形になりますと、預けられる方の部分においても、いろい

ろと車社会ですので３０分かかってもここへ預けにみえるというようなことの関係

があろうかと思います。ただ、本来は働く場所の近くというのが、割合と需要として

は多いもんであるんですけど、なかなかそこは敷地面積とか、スペースの関係で定員

の枠がものすごく大きく出来ない。こういう背景をふまえた上で、いろんな場所とか

原因を考えていただいておると思うんでございますけど。 

 

 今のあれですけども、今、問題になっていますよね、新聞でも。預けても兄弟が別

れ別れで行かなければならないという。それが芸濃地区でもあるんですね。１人は椋

本で、１人は大里へとか聞いておりますので、自分は働くのに、その前に何箇所か寄

っていかなければならないというのは、ちょっと想像できない形ですけど。事実、そ

れが待機児童ゼロのために、そういうふうに偽りのね、今、言う、偽りの待機児童と

いう、ですからそこだけはこれから解消していただきたいと思いますけどね。 

 

 いろんな現状の中であるとは思うんですけど、市長が今回、兄弟の部分で色々ある

んですけど、育児休業を取られる方の保育は本来ならばということで預かりません

という話しは、もう預けていただいていいという形で対応していただく事になって

いますので、その実態の中で対話できるような方向には、だいぶ担当部署は考えてい

ただいておるんですが、ただ、やはり一番問題というか、その当初で待機児童を定員

の部分で受け入れて、待機児童ゼロという部分を、その関係でいくと保育士さんがち

ゃんと設定できとるわけなんですね。定員の中での保育士さんが。そうすると途中入

所の関係でいきますと保育士の基準がありまして、１人増えたら保育士を１人、各何

歳児へ入れあなあかんと、そういう関係があって。そこへ１人入れるんであれば、違

う所から、その何歳児空いとるもんで、そちらにまわってもらえませんかと、こうい

う話の中で調整しておる。ですから保護者の方からすると、なんとかならんのかなと

いう思いがあるんですけど、その１人を入れる事によって、保育士を１人配置しなけ

ればならないという形になると、その保育士１人を配置することが出来るかどうか

という切羽詰まった状況です。津市の場合は、登録型の保育士を置いたりとか、色々

しとるんですけど、新聞の中でもございますように保育士さんが不足しているよう

な状況です。これは保育士さんのとりあいといってはあれなんですけど、単価がどこ

どこの市の方が良いとか、臨時保育士さんですので。そういう所へ行ったり、逆に言

うと確保するのに大変やと、こういうふうな事です。ですから施設的に余裕があった

としても、保育士の部分の中でその対応が出来ないという話しになってくると、これ

は待機児童になるというのが実態ですね。最近、逆に言うと保育士が足らんというの

がクローズアップされてきて、やっと国の方もそういうことなんかと話が解ってみ

えたということだと思います。 

 

 私、手を挙げさせていただいたんですけど、津市は他の市町に比べたら、子ども、

子育ては、うんと充実しています。それはもう思いますけども。ただ、そういう事が

あるので、これからの事があるので一言ちょっと申し上げておきたい。どうもありが

とうございます。 

 

 はい、林さん。 
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 議会でやってみえますので、私らが、何というか、ちょっと横からの議論ではなか 

なか動かないと思うんですが、８ページの芸濃こども園の定員規模の考え方で２４

０人で示されておるんですが、これから４年先ですので、ちょっとまだどんな状況に

なるのか分かりませんが、別のページにある実績を見るとですね、保育認定の３号認

定は、０歳児が１２で、実績が今６なんですね。１歳児が２０で実績が２０、２歳児

は２８で実績が２４という事でいくとですね、かなり現状で、かつかつの状態かなあ

と。恐らく、ここの０歳児から２歳児までの人数は、幼稚園も保育園も行ってない方

は、うまくいけば保育に欠けない状態なので行きませんけど、行く場所があればニー

ズとして増える可能性はある。いわゆる女性がこのまま仕事を継続しようと思えば、

１歳までは育児休業を取られると思いますが、それ以上の時は、いろんな働き方はあ

るんでしょうけども、もう一度フルに戻りたいわという選択が安易に出来るという 

事であれば、こちらの方を選択するという事が増えてくるのを考えると、１歳、２歳

が隙間があんまり無いというのが、ちょっと折角、待機児童を作らんとか、ある程度、

そこが何と言いますか、これからのニーズ。市というか教育委員会の中で調査しとる

し大丈夫やということなんでしょうけど、ぱっと見ると、あまりにもちょっと現状維

持だけで、市長が言うたような、これから先も立ち位置がこれから先も安心ですよと

か、立ち位置という事になると、もし、ここにという事になると、ちょっと不安かな

あというふうにみました。それから実際の３歳、４歳、５歳も、今の安西、雲林院の

椋本の幼稚園を足すと、３歳児は１号認定で４２人になっておるんですけど、これ３

０までしか置いてありませんし、この先、明幼稚園が、この４年間でどうなるかわか

りませんが、将来的にそこをプラスすると現行定員をカバーできませんよというよ

うな事も幼稚園として起こったりするのかなあと思いますので、ちょっと、表があっ

ちとこっちにあるので、足して表を見比べあんと難しいんですけど、それを置いてい

くと、何かその定員の考え方として、その辺を折角するんやったら、この地域のニー

ズはこれで満たせますねというような事になるように、そんな意見があった事だけ

伝えていただければいいんですけど。 

  

ちょっと私、それに加えてちょっとお願いします。林委員の言われたことはもっと

もでね、私達、何の為に少子化対策事業を、今しているかというと、やはりプラスの

余力を持ったような、やっぱりね枠を作っていただくというのがこれからやと思い

ます。こんな今ね、少子化で困っているのやという状態というところに視点を当てて

計画をしていること自身が無駄というか、無理な事だと思いますけども。是非、支所

長さん、そういう事をよろしくお願いしたいと思います。 

 

 わかりました。このご意見は基本的に議事録に纏めさせて頂いてという事で。今回

最後になりますけど地域審議会として、この定員の関係についてご意見が出たとい

う事で、関係部署の方へちょっと要望もさせていただきますので。 

 

 はい、濱野さん。 

 

 関係部署の方へ要望をしていただくといくことで、本当に幼保の事は保育園を含

めて、ひとつの経済の立場から言うと、今、小学校は３００人位やったやつが、４０



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸濃総合支所長 

 

濱野委員 

 

鈴木会長 

 

片岡（福）委員 

 

 

 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

片岡（福）委員 

 

芸濃総合支所長 

 

片岡（福）委員 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人か４５０人位が、給食が大変厳しくなっておる。これ、幼稚園も先生の数は別と

して２５０人位の給食をします。もう、津市は大きな給食センターをしました。後、

一志はあります。香良洲もあります。芸濃も給食センターはいっぺん考えるべきだと

思いますけどなあ。小学校が４５０人、幼保が２５０人で、先生別で７００人ですか

ら。中学校へ２００人持っていっても、ここは便利ですでさ。こんな無駄なというか、

無駄なことはないけど、栄養士をまた雇って、新しい設備を入れる、芸濃小学校も入

れる、幼保にも入れる、中学校もまた増えてきたから入れるとか、そこを考えた方が

ええと思うんですけどねえ。 

 

 ま、今回の２点に関連して、意見や要望として活かさせていただく。 

 

 １，０００人位になりますんで。 

 

 はい、片岡さん。 

 

 初歩的な事で僕、解らないんで、ちょっと質問なんですけど。今、こども園の話が

色々出てきましたけど、こども園の中に明地区が入っていないというのは、これは行

政側でまとめて入れますよとか、そういう事はしませんよとか支所長が今、言われた

んで。明地区にヒヤリングをかけて、話し合いをした結果、明地区はこども園の中に

入りませんよという結果からこうなったわけ。そうじゃない。 

 

 逆に言いますと、これをやるためにどうですかという呼びかけ自体が、逆に言うと

誘導しとるような話になるんで、そういう事はしていないと。 

 

 そしたら、なぜ、明地区はこれが入っていないの。 

 

 小学校を基本と考えている。 

 

 あ、小学校区で。 

 

 基本的な部分の中では、今現状の部分で安西・雲林院幼稚園と椋本保育園と椋本保

育園で考えさせていただく。こんな事を言うとあれなんでございますけど、やはり小

学校の関係で、その統合された部分があって、本来ならば小学校の前に幼稚園という

流れがこうあって、ただ本来ならばその時もですね、安西、雲林院幼稚園と芸濃幼稚

園をどうするかという話も、若干、本来は学校のつながりでいくと必要であったかも

わかりませんけど、それが逆に言うと保留された。その背景は分かりませんけどね。

本当を言うと幼稚園という部分は小学校の部分で、そのまま幼稚園の子らが小学校

へ行って中学校へ上がると、こういうふうな形で。逆に言いますと幼児教育の一貫性

の中で、小学校との連携的な部分で子育てをしていくという、こういう流れになって

おる。ただ、小学校の部分は複式学級でそういうので統合された。本来であれば、そ

の時に幼稚園はどうしましょうかという話しが若干考えられる部分はあったかもわ

かりませんし、そうかも分かりませんけど、そこへいかんだという背景もあって、あ

れなんですけど、そこらへんをふまえた上で今回は検討していただいたと思います。 
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 そうすると小学校が雲林院小学校、安西小学校、それから椋本小学校が一緒になっ

て芸濃小学校になった時に、明はどうですかというと、明は入りませんとなっている

でしょう、それと同じようなイメージ。 

 

 そういうイメージだと思うんですよね。そやで明幼稚園から明小学校へ流れてい

くという話の中で、幼稚園も基本的に明小学校が。こんな事をいうと確定では無いん

で、あれなんですが、明小学校があるといえば、明幼稚園、明小学校という一体の流

れがあるという中で考えていただきたい。ですから幼稚園だけどうでしょうかとい

う、言い方はもちろんお話はして無いと。 

 

 今回、芸濃子ども園、作るんで、明地区はどうですかという話しではないわけ。 

 

 基本的には、そうしますと効率的な部分で幼稚園を統合するで、これもどうですか

かという話しになると、幼稚園はこっちで小学校は向こうと、こういう話しが分断と

いうか幼児教育上、あんまり好ましくない。やはり、幼稚園と保育園は一体的である

べきという考え方で、小学校の中に幼稚園があるという事は、そことの連携を教育と

いう部分の中でしっかりやっていくという形をふまえた上やったと思います。 

 

 そうすると、私の考え方は、ちょっと違うんやなぁ。 

 

 市長もお話しさせていただいたように、効率上の話で単純にいきますと、効率上の

話であったら、建物を建てる時に、じゃあこっちもどうなんという話しは、行政的な、

経営的な感覚からいくと、そういうのは効率化という話しはあるんですけど、これは

教育という部分は、逆に言いますと違うという認識があるので、そこの部分はこうで

すよという行政の効率的な部分であれば、しませんと。 

 

 そうすると明小学校が将来的に生徒数が少なくなって、今の芸濃小学校に合併み

たいな形になった時に、幼稚園をどうするんだという話しも当然出てくるわけ。 

 

 恐らく安西、雲林院幼稚園の時はどうか分かりませんが、基本的にはなってこよう

かなと思いますけどね、考え方の中に。 

 

 と、いうことは、発生する可能性はあるわけ。 

 

 そうだと思いますけどね。 

 

 だけどね、支所長が答弁された事と関連するんやけど、旧津市の新町とか修成とい

うのは、そこまで踏み込んでますやろ。合併してて。それから教育財産か行政財産か

解りませんけども、公民館的な新町会館とか、そういうとこまで含めて踏み込んでま

すやろ。それは、中長期の立場に立った幼稚園教育とか、行政の在り方、教育の在り

方をずーっと含めてね、かたっぽ提案されとる。芸濃だけは明の問題を触れていない

というのは不自然でならんという事と、それから、これちょっと穿った見方かもしれ
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ないけどね、近くに民間の幼稚園があるでしょう。あそこを意識して、この定員とか

規模というのを、民営を圧迫するといかんというのでやっていくと、またまた、これ

問題になってくる。そんなことまで僕は考えておらへんかなあと。 

 

 雲林院幼稚園は、こども園になります。 

 

 あそこは、国のこども園ですよ。 

 

 認定こども園に今度申請しましたから。なってますから。２８年度で。 

 

 認定するという事はね、民営圧迫というふうになってかへんのか。今回の議会の意

見でも、民営を圧迫したらあかんというのが質問としてもあるんですよ。意見とし

て。 

 

 ひとついいですか。今もし、芸濃が認定こども園になった場合に、幼稚園が明だけ

残った場合、やっぱりお母さん達が働くので保育園に入れたいというふうになる場

合もありますよね、結局。ほとんどがそういうふうな状態になった場合には、自然消

滅という形もありますよね。 

 

 私の方が言わさせていただいたのは、安西、雲林院の関係という形の部分の中で、

小学校の部分については、そういう形の中で、その学校の部分で言わさしていただい

ておる。逆に言いますと、子ども認定園が出来た事によって、明幼稚園の保護者の方

が、逆に言うと先にという話は、それはそれとして要望という形の中で受け取られる

かもわかりませんし。それは絶対セットでないといけないという事ではないかもわ

かりません。ただ、行政上、その事を踏まえてどうですかという言い方自体が、持っ

てきかた自体がどうなのかなという部分はやっぱりあるという事ですので、今言わ

れるように明を考えとらんのかという事であれば、私の部分ではまだ情報は掴んで

いないんであれですけど、一般的な考え方として、そういう事を配慮しながら、それ

をやっていただいておるかなと、こういう思いはございますね。 

 

 はい、林さん。 

 

明幼稚園と明小学校の話が出ていて、私も卒業生というか地元の在住で。こないだ

２月２５日の地域懇談会の時に落合 PTA 会長、明小学校の現会長さんが、市長に対

して言われた意見がもう全てだと思います。要は、複式が想定されるけれど、できた

ら複式をうまく避けて、このまま明小学校を、現の保護者会というか PTA、先生ら

も入れて、地域としてはできる限り存続していきたいという意向が。ま、いろんな考

え方があるんでしょうけど、そんな少ない人数よりは、大規模の方で育てたほうが良

いという意見もありますし、色々あるんでしょうけど、地域としては、今の状態で明

小学校を存続させて欲しい。加えて、明幼稚園も将来、明小学校へ行く子どもを預か

って欲しいというのが、今の地域のオフィシャルで出しとる意見やという事は尊重

して欲しいなあと思います。 
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 市長はそれに答えて、市長からそういう事をという、ご返事を頂きましたので。 

 

私も、ちょっと明の事は気になって。 

 

でも皆、そう思ってたんですよね。 

 

吉田さんがおっしゃったように、合併前から、この幼保一体化は叫ばれておりまし

て、何回か審議会の中でも出ておったと思いますけど、やっと今度、こども園でいっ

たと思ったら、明だけは、おまえとこは小学校は廃止にならんで入れたらんと、こう

いう風にしか取れんと思いますけど。保育園は来てますんや、明から椋本へ。幼稚園

の子だけが跳ね除けにされて。これは、自分らが反対したんならともかく、もっと反

対せなあきませんわ。 

 

言葉はあれなんですけど、入れたらんという事では無いので。やっぱり地域の声を

尊重するという形の中で、要望はありますので、１００か０かという話では無いと思

うんで。やっぱりまだまだ言われるように、明としてあればと言われればそれはしっ

かり尊重さしていただかななければならん部分になろうかと思いますもんで。その

逆に言うと明幼稚園自体が預ける事が出来ない、こんな事は無いんですけど、預ける

事が出来ない状態になったら、また違いますけど、今現在預けることが出来る施設が 

あって、耐震があかんもんで壊さなあかんとかは無いとこですんで、その今の現状で

いくと、そういう事であれば、こういうご回答になると思うんですけど。入れたらん

とかそういう事ではないんで。 

 

 小学校の場合は、あれ住民投票したんですわ。住民投票した結果、残るという事で

決定しましたやろ。今度、幼稚園の場合はそこまではしとらんと思うので、幼稚園で

反対しとるんやったらわかるんやけど、反対もしとらへんのに入れてもらえへんと

いう事は。 

 

 こんなことをいうとあれなんですけど、十分逆に言うと配慮しながらやっとると

思います。幼稚園の園長先生とか、いろんな所から聞いてですね。その中で、逆に石

を放り込んで波風を立てるより、じわっとどうなんかなという様子見はさせてもろ

とるという部分はあると思うんですけど。でも、私も直接携わっているわけではない

んで、適正で正確な答えという事では無いと思うんですけど。 

 

 はい、片岡さん。 

 

 そうしましたらですね、先ほど林さん言われたように、この間、懇談会があった時

にＰＴＡ会長さんですかね、落合さんが言われたように、今、保護者の方達が思って

いる正式な回答だとおっしゃられましたよね。そういう事は行政側としては以前に、

今現在、保護者の方々は、そういう計画を考えてますけど、どう思われていますかと

いう意見聴取みたいなものはされとるんですか。そういう形があればいいんですけ

ど、そういうヒヤリングも無しに。 
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 私の立場ではそこまでは分かりません。申し訳ないですけど。それは保育園長と

か、保育園の形の中でつながっていく話し。教育事務所にしろ、そういう教育委員会

の話ですので。そういうヒヤリングもなしにそういう計画になるとしたら、例えば、

明地区の方から見たらね、こんな計画になったら、そういうところを我々もちゃんと

したらいいのにとか思わないのかと思ったんやけど、今、林さんが言われたように同

じ考えだというと、間違いじゃないのかと。それが絶対的なものではないといくのは

ご理解下さい。小学校と幼稚園が一体でないという、今までの経過の中でそういう事

ではないと。それは、私の言うてることが全て情報を掴んで、こうですよというのが

健康福祉部の方針ではないと思うんですよ。一般的な考え方でいくと、幼稚園と小学

校が一体的という考え方でいくと、一般論ですよ。 

 

 一般論ね。 

 

 もう時間がないかもしれませんが、認定こども園は幼児教育の部分が大きいんで

すよね。それが成された上での認定こども園という事でという形ですので、地域の人

達がそこまで十分啓発されているかというところが、私は課題やと思うし、世界どこ

見ても幼稚園と一体化しているところがほとんどですよね。ですから、そういうふう

な中で、やっぱり国が動いているということも、良く解って頂いて、取り残されない

ように明幼稚園がね、という事を心配してます。 

 

 恐らく絶対的でないんであれなんですけど、基本としてこの計画の方針を作ると

きに一定の情報で集まっていただいて、決定された部分があろうかと思います。その

詳細なことが分からないんであれなんですけど、ただ、今回受けた段階で、具体的に

出た段階で、また保護者の方とか、そういう部分であれば、また、違う形の部分で 

なると、また地元の状況で変わってきたとかいう部分があればそうかもしれません

し、これは絶対的という事では無い。今の段階ではこういう事でございます。ですか

ら計画方針でございますので、その中で毎年、毎年いろんな形が起こってきてです

ね、それは前言うたように絶対という、そういう話では無い。 

 

 ただ、芸濃地区の幼稚園というのは、半分保育園的な要素で、私達子ども達も見て

もらっていたもんで、だからそういうふうに、他の市町の四日市とかいうたら午後は

無しとか、そういうふうな中でいくから、そこのところが曖昧といえばいいけど、そ

れだけ恩恵があったから選別をそんなにしなくてもというの考え方があるかもわか

りませんね。 

 

 それは恐らく、保育園長とか預かっていただいておる行政の職員から情報はちゃ

んと行っとると思います。私共が言うには信頼性とか、確実な関係がありますので。

それはもう掴んでおるということですね。 

 

 はい、林さん。 

 

 補足だけしときますけど。私が先ほど挙げたＰＴＡの落合さんの話は、２５日に出

るについて、PTA で会議を開いてどういう意見を言ったらいいかということで委員
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会を開いて、集約した意見を言われたという事実ですから。それは間違いないと思い

ます。幼稚園の方はですね、幼稚園会がそれをやったかどうかちょっとわかりません

し、恐らく幼稚園のその入れてみえる親御さんというか、保護者さんの方は、この情

報はそんなに知っていないのかなあと感覚的に思います。今度そういう４年先に認

定こども園ができて、保育園も幼稚園もどっちも選択できるみたいな物が新たに出

来るんやにという細かい情報までは本当に会長が言われたように、まだ親御さんが

充分解っていないというのが、幼稚園として判断はどうですかというのが、その辺は

解ってないのにやれというのはどうなのかなと思います。 

 

 この問題はまだまだ続くと思いますけど、時間も来ておりますので、一応審議会と 

してはもう今日で終わりですもんで、後、まだ市長の懇談会もあると思いますんで、

それぞれの立場の方から意見を言っていただきまして、仲よう芸濃町を守っていた

だくようお願いしたいと思います。それでは事項書の５、その他について事務局から

説明を求めます。 

 

 前回の審議会の中でもお願いしました記録誌ですね、１０年間の地域審議会の記

録誌を、現状の委員の皆様方に配布するという旨の物でございますが、一応締め切り

が 2 月２９日という事で感想文の方を頂戴しているんですけど、今月中にお出し頂

ければ、まだ掲載も可能でございますので、強制ではございませんが、今月末を締め

切りとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ただ、配布につきまして

は、4 月中に配布させていただくという事にしますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

 

 今月末というと、後少しですが。今月末ということで。未提出の方は出来るだけ頑

張って書いて下さい。原稿用紙１枚というものやでな。 

 

 当初４００字程度ということで、強制ではございませんが。 

 

  

それでは、その他について委員の皆様から何かござませんか。最後のご意見を皆さ

んから是非頂きたい。はい、片岡さん。 

 

 今日が最後という事で、私たちもこういう場で、いろんな意見を述べさせていただ

く機会もこれでありませんので、行政側の方にお願いしたいんですけど、過去１０年

間委員会で、いろんな住民の方から委員の方から要望なり提案をいただいていると

思うんですが、計画はいろんな計画が出来ているので、そのへんの中身を作っていた

だいて、行政の方で実行していただきますように最善の努力をしてもらいたいなと

思います。 

 

 他によろしいか。もう、最後でございます。事務局どうですか。 

 

 それでは１０年間の地域審議会も今回で最後になりますが、支所長から改めて委

員皆様のご協力に対しまして、一言ご挨拶申し上げます。 
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 どうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でございました。１０年間という

事でございますが、引き続き１０年間携わってみえた方もみえますし、新たに加わっ

ていただいた方もみえますし、今、現在の委員の方々でございます。地域審議会の関

係で様々なご意見、提言をいただきました。その趣旨につきましては、今、片岡委員

言われましたように基本的には を感じながら行政を進めていきたいと思っており

ますし、進めるように私どもも要望はさせていただいております。ただ、具体的な関

係につきましては、やはり個々の部分の関係がありますので、大きな計画の中で特に

ここだという形は総合支所の関係でいただければ、単独でも言わさせていただきま

すので、今後共、引き続きお願いしたいと存じます。１０年間本当にありがとうござ

いました。それと、私事ではございますが、この３月一杯を持ちまして定年退職とい

う事でございまして、市民福祉課長も定年ということでございます。教育事務所の松

永所長さんも定年退職でございます。皆さん、どうも長い間ありがとうございまし

た。 

 

 ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは私から最後のご挨拶をさせていただきます。 

 皆さん方、１０年あっという間に経ちましたけど、当初からご支援いただいており

ます岡本さん、濱野さん、それから吉田さん、小林小代子さん、この方々は本当に１

０年間お世話になりありがとうございました。他の皆さんも色々と２年間あるいは

４年間とご支援を頂きましてありがとうございました。色々な問題が出てまいりま

したが、総合的には１０年かかって津市の総合計画がまとまりました。それに対して

の意見等を言わさせてもらいましたが、これはあまりにも範囲が広いので、方針通り

従っていってというのが一番でございますけど、予算もいることですので、なかなか

計画どおりには進まないと思いますけども。まあ、立派な計画を作っていただきまし

た。それから地域につきましての問題でございましたけども、まずは合併前から描い

ておりました、先ほども議論のありました幼保一体化、１０年かかって、やっと先が

見えて参りまして、あと４年後には完成ということでございます。まあ、明だけが残

っただけは問題になると思いますが、これは継続でお願いしたいと思います。それか

ら明村役場、これも審議会で問題で出ていましたけれど、これもようやく解決しそう

でございまして、そろそろ着工に入っていただくことで、ありがたい事でございまし

た。それから人口減少、高齢化という問題も出ておりまして、なかなか新しい子ども

が増えてこない。なんでかというと晩婚化が原因だと。子どもを産む年齢が遅くなる

と 1 人か２人しか産めない。昔みたいに４人や５人ぐらい、もうけてくれると、もっ

と子どもも増えるんですけども。そんな事が無いというのも原因でございまして。 

子どもの減少に伴いまして、この１０年の間に学校が無くなるというような話が出

ました。合併前に河内が既に無くなっておりまして、その後、安西と雲林院が小学校

が無くなりました。ただ、学校が無くなるという事は、将来町が無くなる可能性があ

ると考えられます。我々、高齢者が亡くなっていけば、次を担うのはやっぱり子ども

ですけども、この子ども達が後を継いでくれないと、空き家がどんどん増えてまいり

ます。空き地が増えます。そういう所が増えておりますので、なんとかこれは対策と

して、これからの４０代、５０代の方に頑張っていただき、まちを残す方法を見い出
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していただきたいなあと思っております。皆さん方も、まだまだお若い方もおみえで

ございますので、将来を見て椋本地区は確かにまだ人口が増える可能性はあります

けど、その他の地区は年々減少して参りますので、なんとかしたいと思っておりま

す。私も以前からやっておりました農業についてもこれも大きな原因のひとつであ

ると考えます。国がいくら農地を守っても、その農地を作る者がいなければ、何にも

ならん。ますます農地が荒廃していくと。それよりか有効な土地の利用をした方がえ

えのではないか。住宅団地でも出来れば、子どもが増えると思います。もう、米づく

りも、一反２０万まで値段も下がっております。田としての魅力は全くもうございま

せん。そういう関係でいろんな方面から、考えていただいて人口を増やしていただき

たいと思っております。また、観光問題についても意見が出ておったわけでございま

すけど、観光協会さんとか、いろいろパンフレットを作ったりして、広めていただい

ております。芸濃町、なかなか他所より観光名所が多いところでございまして、ます

ます住みよい明るい町づくりでございます。守っていただければと思います。以上、

色々とございましたけれど、本日をもちまして終わらせていいただきます。どうも、

長い事ご苦労さんでございました。 

 

 ありがとうございました。 

 

それでは、本日の議事は全て終了いたしました。委員の皆様お疲れさまでございま

した。 

 

 

 

 


